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資  料

髙橋・他：うつ病に対する rTMS保険診療の実施状況調査

治療抵抗性うつ病に対する rTMS 保険診療の
実施状況調査からみえてきた適切な普及にとっての

問題点と今後取り組むべき課題
Questionnaire Survey on Current Situation and Request of rTMS Therapy for Patients with

Treatment‒resistant Depression under Public Health Insurance in Japan

髙橋　隼1～4），松田　勇紀5,6），鬼頭　伸輔5,7），中村　元昭8），伊津野　拓司9），野田　賀大10,11）

Shun Takahashi, Yuki Matsuda, Shinsuke Kito, Motoaki Nakamura, Takuji Izuno, Yoshihiro Noda

　治療抵抗性うつ病に対する rTMS療法が保険収載され，2023年 12月時点で約4年半

が経過したが，患者がrTMS保険診療に容易にアクセスできる環境はまだ整えられていな

い．そこで本研究はrTMS保険診療の導入施設を対象に実施状況および要望をアンケート

調査し，rTMS保険診療の適切な普及と発展に向けて取り組むべき課題について検証し

た．rTMS保険診療を提供している39医療施設の代表者あるいは rTMS担当者を対象に

Webフォームによる質問票を2022年12月14日に配布し，翌1月15日を回答締め切り

として28施設から回答を得た（回収率71.8％）．rTMS療法は主に入院で提供され，1日

あたりの平均実施数は1例が 50％で最も多く，2例が 21％と続いた．他医療機関から

rTMS療法の依頼があった場合に4週間以内に治療を実施できている施設は54％であっ

た．39％の施設において運動閾値が高すぎて rTMS治療を導入できない症例を経験し，

39％の施設が刺激痛のため治療を継続できない症例を経験していた．けいれん発作，失

神，躁転といった重篤な有害事象を経験した施設はなかった．rTMS療法を実施する際の

課題として，人的リソースの確保困難，治療時間の長さ，保険点数の低さが上位に挙げら

れた．89％の施設がrTMS療法による維持治療の保険適用を希望し，治療時間の短いシー

タバースト刺激やダッシュプロトコルの臨床応用を希望している施設はそれぞれ71％，

61％であった．さらに71％の施設がクリニックでの rTMS保険診療の提供に賛成してい

た．rTMS保険診療の普及のためには，実施者基準と実施施設基準の緩和によってマンパ

ワーが拡充して治療提供の場が広がることと，提供医療機関に経済的損失のでない妥当な

診療報酬の設定が望まれる．さらに新たな刺激法や新規適用疾患への有効性が先進医療

や臨床研究から検証され，rTMS治療が発展することが期待される．

索引用語 治療抵抗性うつ病，反復経頭蓋磁気刺激，保険診療，実施状況，アンケート
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は　じ　め　に

　2019年 6月に治療抵抗性うつ病に対する反復経頭蓋磁

気刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation：

rTMS）療法が保険収載されて約4年半が経過した．300例

が予定された市販後調査の症例登録が終了し，臨床現場か

らは良好な治療成績が学会報告されている5）．一方で，

2023年 12月現在，rTMS保険診療の導入施設は全国で約

50施設にとどまっており，半数近くの都道府県で rTMS保

険診療を提供する医療機関が 1つもない状況となってい

る15）．このように治療抵抗性うつ病患者が rTMS保険診療

に容易にアクセスできる環境はまだ十分に整えられていな

い．そこで，本研究は rTMS保険診療の導入施設を対象に

実施状況および現場からの要望を調査し，rTMS保険診療

の適切な普及と発展に向けて今後取り組むべき課題につい

て検証した．

Ⅰ．方　　　法

　本調査は，調査時点で著者らがうつ病に対する rTMS保

険診療の提供を把握できた 39医療施設の代表者あるいは

rTMS療法担当者を対象とした．アンケート調査項目は著

者らで作成した後に，日本精神神経学会 ECT・rTMS等検

討委員会の合意を得た．アンケート調査票はWebフォーム

を用いて，2022年 12月 14日に電子メールによって対象

者に配布され，2023年 1月 15日を回答締め切りとした．

本調査は日本精神神経学会倫理委員会の承認を得た（承認

番号 2022‒06）．調査にあたって，施設名および回答者名

の回答は求めず，アンケートの冒頭に本研究の目的と方

法，アンケートへの回答をもって研究参加への同意と判断

されること，本調査は診療録にある患者情報を取得するこ

とは意図しておらず，回答にあたっては施設ですでに作成

されている集計記録や回答者の経験知から回答を求めるこ

とを記載した．本アンケートの設問と回答は本誌電子版に

おいて supplementとして紹介した．

Ⅱ．結　　　果

1．�rTMS保険診療の実施状況

　回答施設は 39施設中 28施設で回収率は 71.8％であっ

た．回答施設におけるこれまでの治療症例数を図 1に，

rTMS診療チームの構成を図2に示す．1日あたりの rTMS

療法の平均実施数は 1例が 50％で最も多く，2例（21％），

3例（11％）と続いた（18％は無回答）．他院から rTMS療

法の依頼があった場合に実際に治療を開始するまでの待機

期間についての回答を図 3に示す．rTMS療法は 71％の回

答施設で入院のみで実施されており，主に入院で実施して

いると回答した施設は21％であった．運動閾値が高すぎて

rTMS療法を導入できなかった症例を経験した施設は39％

あり，刺激部痛が強すぎて rTMS療法を継続できなかった
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これまでに何症例にrTMS治療を実施しましたか？
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図 1　�アンケート調査時点での各施設の治療症例数
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症例を経験した施設も 39％あった．けいれん発作，失神，

躁転といった重篤な有害事象を経験した施設はなく，頸部

痛，めまい，耳鳴りの有害事象を経験したと回答した施設

がそれぞれ 21％，10％，3％であった．

2．	rTMS保険診療への要望

　rTMS療法を実施していくうえでの課題についての回答

を図 4に示す．回答施設の 50％において実施者基準が厳し

いためマンパワーを確保しにくいと回答し，実施施設基準

が厳しいと回答した施設も68％あった．実施者基準および

実施施設基準で緩和すべき点についての回答をそれぞれ図

5，図 6に示す．回答施設の 82％が現在の保険点数は低す

ぎると回答した（図 7）．妥当と考える 1セッションあたり

の保険点数についての回答を図 8に示す．現行の治療プロ

トコル（10 Hzの磁気刺激 4秒＋26秒休止を 75トレイ

ン；治療時間約 40分）よりも短時間で実施できるシータ

バースト刺激プロトコル（60ミリ秒間隔の磁気刺激 3発

を 5 Hz間隔で 30発（計 2秒）＋8秒休止を 20トレイン；

治療時間約 3分）1）あるいはダッシュプロトコル（10 Hz 4
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

1.3 事務担当者（6施設）

1.5 精神保健福祉士（2施設）

2.1 公認心理師/臨床心理士（7施設）

0.0 言語聴覚士（0施設）

1.0 理学療法士（1施設）

1.3 作業療法士（3施設）

1.2 臨床検査技師（5施設）

2.7 外来看護師（7施設）

5.1 病棟看護師（9施設）

3.3 精神科非専門医（19施設）

3.5 精神科専門医（28施設）

該当施設あたりの平均人数

何名のスタッフでrTMS診療チームを構成していますか？

図 2　rTMS診療チームの構成

診療チームに該当職種が含まれると回答した数を職種名の横に記載し，回答施設での平均人数
を横軸に記載している．例えば，精神科非専門医が診療チームに含まれると回答した施設は 19
あり，該当の 19 施設で診療チームに含まれる精神科非専門医の平均人数は 3.3 人である．

貴院で他院からrTMS治療の依頼があってから実際に治療
を開始するまでに要する時間はどのくらいですか？

1週未満

1～2週

3～4週

5～8週

9～12週

12週以上

無回答

1週未満
0%12週以上

3%
9～12週

0%

25%

29%

32%

11%

図 3　rTMS療法の待機期間
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秒刺激＋11秒休止を 75トレイン；治療時間約 19分）2）が

保険適用になることを要望する施設はそれぞれ 71％，

61％あった．急性期 rTMS療法にて反応・寛解が得られた

症例に対する維持 rTMS療法が保険適用されたら実施して

みたいと回答した施設は 89％あった．今後，rTMS療法に

期待する適用疾患の追加・拡大についての回答を図 9に示

す．回答施設の 71％において今後実施施設基準が緩和さ

れ，クリニックでも rTMS療法が保険診療で実施できるよ

うになることに賛成していた（図 10）．

Ⅲ．考　　　察

　本調査は，本邦で rTMS保険診療を提供している施設を

対象にした初めての実態および要望調査である．rTMS療

法は主に入院で提供され，約 7割の施設で 1日の実施数は

2例以内であった．約 4割の施設が患者の運動閾値が高す

ぎて rTMS治療を導入できなかった経験をもち，同じく約

4割が患者が自覚する刺激痛が強すぎて治療を継続できな
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図 4　rTMS療法を実施していくうえでの課題
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治療機器の操作が難しい
治療の侵襲性，危険性が大きい
世間一般の中での認知度が低い

自由診療で適応が拡大されてrTMS治療が提供されている
保険診療に用いることができる治療機種が限られている

保険診療の治療回数が30回に制限されている
精神科医の中での認知度が低い

治療機器をおくためにスペースがいる
実施者基準が厳しい
治療機器が高額である

保険診療の治療期間が6週間に制限されている
実施施設基準が厳しい

１セッションあたりの保険点数が低い
１セッションあたりの治療時間（約40分）が長い

人的リソースの確保が困難

回答施設数

rTMS療法を実施していくうえでの課題は何でしょうか？(複数選択可：回答施設数28)

図 5　実施者基準で緩和すべき点
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講習を受講した精神科医であれば，適用（rTMS治療の
開始）を判断できるようにして欲しい

刺激中のモニタリングを担当できる医療スタッフの職種を
もっと幅広くして欲しい

講習を受講した精神科医であれば，セッションごとの有効性
と安全評価できるようにして欲しい

講習を受講した精神科医であれば，rTMS治療の説明と
同意を実施できるようにして欲しい

講習を受講した精神科医であれば，初回セッションの有効性
と安全評価できるようにして欲しい

回答施設数

実施者基準で緩和すべき点はどのような項目でしょうか？
（複数選択可：回答施設数17）
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い経験をしていた．けいれん発作，失神，躁転といった重

篤な有害事象を経験した施設はなかった．rTMSを実施し

ていくうえで，人的リソースの確保困難，治療時間の長さ，

保険点数の低さが上位の課題であり，約 8割の施設が現行

の保険点数は低すぎると回答した．約 9割の施設が維持治

療の保険適用を希望しており，6～7割の施設がシータバー

スト刺激やダッシュプロトコルの臨床応用を希望し，約 7

割の施設がクリニックでの rTMS保険診療の提供に賛成し

ていた．

　1日の rTMS療法の平均実施数は 50％の施設で 1例，

21％の施設で 2例である一方で，他院からの rTMS療法の

依頼から 4週間以内に治療を実施できている施設は 54％

にとどまっており，rTMS療法の適応と判断され待機する

患者がいるなかで 1日あたりの実施件数を増やせていない

実態が明らかになった．rTMS療法を実施していくうえで

の課題の最上位は「人的リソースの確保が困難」となって

いる．rTMS診療チーム構成への返答からは，3～4名の精

神科専門医と同数名の非専門医，複数名の看護師あるいは

若干名の看護師以外のコメディカルスタッフでのチーム構

成が平均的な像として認められる．実施者要件は日本精神

神経学会が策定している rTMS適正使用指針（以下，適正

使用指針）12）により規定される部分が大きいが，人的リ

ソース確保の問題の解消につながるように，精神科非専門

医およびコメディカルスタッフが担える業務範囲や，

新興医学／精神雑誌 126巻 9号　　髙橋論文　　責了　　2024年 8月 30日　　593頁

髙橋・他：うつ病に対する rTMS保険診療の実施状況調査

図 6　実施施設基準で緩和すべき点
＊ア：精神科救急搬送患者地域連携紹介加算，イ：精神科救急搬送患者地域連携受入加算，ウ：
精神科急性期医師配置加算，エ：精神科救急急性期医療入院料，オ：精神科急性期治療病棟入院
料，カ：精神科救急・合併症入院料，キ：精神科リエゾンチーム加算
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実施施設に常勤の精神科専門医が必要なこと

実施施設が病院に限定されること

認知行動療法の施設基準を要すること

アからキの要件＊のいずれかを満たすこと

回答施設数

実施施設基準で緩和すべき点はどのような項目でしょうか？（複数選択可：回答施設数19)

14%

82%

4%

rTMS療法の保険診療に関する現在の保険点数
（１セッション1,200点＝12,000円）について妥当で

あると考えていますか？

現在の保険点数
は妥当である
現在の保険点数
は低すぎる
現在の保険点数
は高すぎる

図 7　rTMS療法の保険点数について

8%

46%34%

8%
4%

妥当と考える１セッションあたりの保険点数は
どれくらいでしょうか？

1,300～1,800点

1,900～2,400点

2,500～3,000点

3,100～3,600点

3,700点以上

図 8　	rTMS療法の妥当と考える保険点数について
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rTMS療法を分担できるコメディカルの職種を広げるよう

日本精神神経学会 ECT・rTMS等検討委員会で議論を重

ね，改訂版の適正使用指針が 2023年 8月に公開された．

また，1セッションあたりの治療時間が約 40分と長いこと

も rTMS療法を実施していくうえでの課題として挙がって

いた．治療時間が短縮されるシータバースト刺激プロトコ

ルあるいはダッシュプロトコルについては，うつ病治療に

対してすでに米国の規制当局である食品医薬品局（Food 

and Drug Administration：FDA）の承認を得ているが10），

本調査においても 6～7割の施設が本邦でも保険適用にな

ることを希望していた．シータバースト刺激やダッシュプ

ロトコルが臨床応用されると治療時間が大幅に短縮し，患

者の負担が減るとともに医療者の人的リソースの確保もし

やすくなり有用である．

　rTMS保険診療において現行の保険点数（1,200点＝

12,000円）では，セッションごとに必要となる消耗品（セ

ンスターパッド）代との差額がおおよそ 3,000円前後とな

り，回答施設の82％が現行の保険点数は低すぎると回答し

た．現状では 1セッションあたりの収益は治療中の患者の

様子をモニターするコメディカルの人件費を補填するにと

どまり，本体機器の減価償却を見込むことが困難な状況と

なっている．本邦の保険診療下における rTMS療法につい

て，従来の抗うつ薬療法を対照に費用対効果分析を行った

研究では，厚生労働省が設定している医療技術の価格調整

の基準値（500万円/質調整生存年）を参考にすると，国

が許容する保険償還価格は rTMS療法 1セッションあたり

30,800円（225ドル；1ドル 137円換算）と算出され

た14）．本調査では妥当と考える 1セッションあたりの保険

点数について 46％の回答施設が 1,900～2,400点，34％が

2,500～3,000点と回答しているが，rTMS治療機器の設備

投資，治療にまつわる医療者の人件費，消耗品代に見合う
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今後rTMS療法に期待する適用疾患の追加・拡大は以下のうちどれでしょうか？（複数選択可：回答施設数28）

図 9　rTMS療法の適用追加を期待する疾患

71%

29%

今後実施施設基準が緩和され，クリニックでもrTMS療法が
保険下で実施できるようになることには賛成でしょうか？

はい
いいえ

図 10　クリニックでの rTMS保険診療について
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適切な診療報酬が設定されないと医療機関が rTMS療法を

実施していくための採算性を維持できず，また，企業に

とっても事業として成り立たなくなってしまうため，現実

に即していない保険点数の設定は保険診療普及の大きな妨

げとなってしまう．過去に日本うつ病学会の理事会見解と

して，保険医療のなかで rTMS療法を適切に実施できない

と，適用や治療プロトコルの規制が及ばない自由診療が蔓

延してしまう懸念が示されている13）．保険診療のなかで適

切に rTMS療法が実施できるよう，rTMS療法を提供する

医療機関と治療機器を提供する企業の双方にとって経済的

損失とならない程度の診療報酬の設定が望まれる＊．

　保険算定要件では，rTMS保険診療を実施する施設は，

（ⅰ）5年以上の経験を有する精神科医1名以上が常勤する

病院，（ⅱ）認知療法・認知行動療法の施設基準に関わる

届け出を行っている病院，（ⅲ）精神科リエゾンチーム加

算や精神科急性期医師配置加算などの 7つの条件のいずれ

かの施設基準を取得していること，の（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）す

べての基準を満たしていることが求められている8）．回答

施設の 68％が現在の保険算定要件が条件としている実施

施設基準は厳しいと回答しており，緩和すべき点としては

上記の，（ⅲ）7つの加算のいずれかの取得が最上位の回答

数となった．また，今後に実施施設基準が緩和されてクリ

ニックでも rTMS保険診療が提供できるようになることを

回答施設の 71％が賛成していた．米国 FDAでは rTMS療

法の実施施設を病院に限定しておらず4），欧州エキスパー

トが発表している rTMSの治療的使用に関するエビデン

ス・ベースド・ガイドラインも同様である9）．米国では

800施設以上にNeuroStar TMS治療装置®が導入されてい

るが，そのうち 103施設から 5,000人を超えるデータが収

集された大規模レジストリが近年報告された16）．この報告

では，データが収集された 103施設中 51施設が private 

practice practitioners（個人開業医），49施設が private 

practice TMS Centers（個人開業 TMSセンター）となっ

ており，無床施設でのデータが大半を占めている．このよ

うな知見に基づき，適正使用指針の実施施設基準では，迅

速な精神科入院を行える医療連携と，けいれん発作やその

併発症への迅速な対応ができる院内連携あるいは医療連携

を求めているが，実施施設を特に病院に限定していない．

実施施設基準に関して，適正使用指針と保険算定要件で条

件が一致していない事項があり，今後の rTMS保険診療の

普及に向けて，どのような医療機関で rTMS治療を提供す

ることが適切なのか，議論を深めていく必要がある．

　本調査において約 4割の施設で患者の運動閾値が高すぎ

て rTMS療法を実施できなかった症例を経験しており，ま

た，約 4割の施設で患者が訴える刺激部痛が強すぎて

rTMS療法を継続できなかった症例を経験していた．漢民

族（Han Chinese）の運動閾値が Caucasianよりも高いと

いう報告があり18），本邦においても同様の傾向がある可能

性が高く，rTMS療法にあたっては運動閾値を高める可能

性のあるベンゾジアゼピン系薬剤や，抗てんかん薬をでき

るだけ減量・中止するなどの対応が求められる．一方で，

経験した有害事象の回答は少数例の頸部痛，めまい，耳鳴

りにとどまり，けいれん発作，失神，躁転をはじめとした

重篤な有害事象を経験した施設はなかった．rTMS療法は

侵襲性の低い治療法といえるが，本邦における診療データ

の蓄積によるさらなる安全性の検証が望まれる．

　今後，rTMS療法の適用の追加，拡大が期待される疾患

や病態としては，双極性障害のうつ病相，うつ病の再燃・

再発に対する再導入，強迫性障害が上位に挙がった．最も

回答数の多かった双極性障害については，右背外側前頭前

野への低頻度 rTMS療法が一部の医療機関で先進医療Bと

して実施されている6）．双極性障害うつ病相への適用拡大

をめざすためにも，同病態に対する rTMS療法の有効性の

エビデンスの蓄積が望まれる．

　次に回答数が多かったのはうつ病の再燃・再発後の

rTMS療法の再導入である．先行研究では，rTMS療法が

奏効した場合においても，1年後に治療反応が維持できる

割合は 46.3％となっている17）．適正使用指針では，同一の

エピソードにおいて過去に rTMS療法を受けた患者は

rTMS療法の適応としていないが，一旦うつ症状が改善し

た後の再発・再燃（つまり同一患者の別エピソード）への

rTMS療法は制限していない．一方で，保険算定要件には

「初回の治療を行った日から起算して 6週を限度として計

30回に限り算定できる」と記載されており＊，再発例に保

険が適用されるかどうかは明確になっていない8）．うつ病

は反復性の経過を辿ることが少なくなく，過去に有効で

あった治療を再燃・再発時に提供できないことは患者に

とっての不利益が大きいため，再燃・再発時の rTMS療法

の再導入の保険適用についても議論を整理する必要があ

る．また，再燃・再発を防止するための rTMS維持療法に

ついても急性期治療に引き続く 12ヵ月間の維持治療（前

半 6ヵ月は毎週 1セッション，後半 6ヵ月は隔週 1セッ

ション）が一部の医療機関で先進医療Bとして実施されて

いるが7），本調査の回答施設の 89％が保険適用されたら実
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施したいと回答しており，できるだけ早期に保険収載され

ることを期待したい．双極性障害，うつ病の再燃・再発時

に対する再導入と同等に要望数の多かった強迫性障害は，

米国では 2018年に FDAから承認を得ている．著者らが知

る限り，本邦では強迫性障害に対する rTMS療法の体系的

な臨床研究はまだ実施されていないが，本調査結果からは

同疾患に対する rTMS療法の適用への期待が示されてい

た．米国では 2020年に禁煙治療に対して，2021年にうつ

病が併存する不安障害に対して rTMS療法が FDAにより

承認されているが3），本邦においても科学的知見に基づい

て rTMS療法の新規適用が検討されることを期待したい．

　本調査にはいくつかの限界がある．71.8％と高い回収率

を得ることができたが，配布施設数は 39と多くはない．

また，調査時点で著者らが rTMS保険診療を提供している

ことを把握しておらず，調査対象施設に含まれていなかっ

た医療機関もあった可能性がある．最後に，本調査は患者

個人の診療情報を取得することを目的としていなかったた

め，設問に対して施設ですでに作成されている集計記録や

回答者の経験知から回答することを求めた．そのため，集

計記録の作成から本調査の回答までの時間的隔たりや回顧

バイアスが存在していた可能性がある．

お　わ　り　に

　本調査は，治療抵抗性うつ病に対する rTMS療法が保険

収載されて約 3年半が経過した 2022年 12月から翌 1月に

かけて実施した．本邦では rTMS保険診療を提供している

施設が 1つもない都道府県が半数近くあるなかで，本調査

では rTMS保険診療を実施している施設においても適応が

あると判断されてから，実際の rTMS療法の導入まで待機

せざるをえないうつ病患者がいる実態が浮き彫りとなっ

た．rTMS保険診療を実施していくうえでの切実な課題と

して，やはり人的リソースの確保困難，治療時間の長さ，

保険点数の低さが上位に挙がった．今後は，rTMS療法に

関する治療効果と安全性のエビデンスをさらに蓄積し，実

施者基準と実施施設基準を学会および行政に働きかけるこ

とで緩和していき，ひいては rTMS療法の機器投資費，人

件費，消耗品費に見合う診療報酬が設定されることで

rTMS保険診療が適切に普及拡大していくことが望まれ

る．rTMS療法の適用の追加，拡大が期待される疾患とし

ては，双極性障害うつ病相，うつ病の再燃・再発，強迫性

障害が上位に挙がり，シータバースト刺激やダッシュプロ

トコルといった 1セッションあたりの治療時間が短い治療

法および rTMS維持療法への適用拡大についても期待が高

かった．

　本調査では治療抵抗性うつ病に対する rTMS保険診療の

さまざまな課題や要望が明らかになったが，過去に日本精

神神経学会から rTMSの適正使用についての注意喚起がな

されたように11），診療においては適正使用指針の内容を遵

守して rTMS療法が実施されることが肝要である．rTMS

保険診療が適切に普及されるとともに，新たな刺激プロト

コルによる治療法や新規適用疾患への有効性が先進医療や

臨床研究から検証され，rTMS療法がさらに発展すること

を期待したい．

　本論文の一部は第 119回日本精神神経学会学術総会で発

表した．
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　　Approximately four and a half years have elapsed since coverage commenced for repeti-

tive transcranial magnetic stimulation（rTMS）therapy for treatment‒resistant depression 

under the public health insurance system in Japan. However, widespread adoption of this thera-

py has not been achieved. This study aimed to evaluate the current status of rTMS therapy and 

its utilization under public health insurance, and to identify challenges hindering the dissemi-

nation and advancement of rTMS therapy for treatment‒resistant depression. The subjects were 

representatives or persons in charge of rTMS from 39 medical institutes that provided rTMS 

therapy under public health insurance. An online questionnaire was distributed by email to the 

subjects on December 14th, 2022 and responses were collected by January 15th, 2023. The 

response rate was 71.8％. rTMS therapy was provided mainly under hospitalization and the 

most common daily number of treatment cases was one patient（50％）, followed by two 

patients（21％）. Fifty‒four percent of responding institutes could start rTMS therapy within 4 

weeks from patient referral by other institutes. Thirty‒nine percent of responding institutes 

encountered patients who could not receive rTMS therapy due to their excessive resting motor 

threshold, and 39％ of responding institutes encountered patients who could not continue 

rTMS therapy because of scalp pain during stimulation. There were no reports of serious 

adverse events such as convulsion, syncope, or manic switch. The top three issues hampering 

rTMS therapy were difficulty acquiring manpower, the long time required for a treatment ses-

sion, and low medical remuneration points for rTMS therapy. Eighty‒nine percent of respond-

ing institutes desired maintenance rTMS therapy to be covered by public health insurance. The 

percentage of responding institutes that required clinical use of the theta burst stimulation pro-

tocol or dash protocol were 71 and 61％, respectively. In addition, 71％ of responding insti-

tutes agreed that rTMS therapy should be covered by public health insurance when adminis-

tered in clinical settings. Our findings suggest that easing restrictions for practitioners and con-

ducting institutions, as well as establishing reasonable medical remuneration points, are neces-

sary for the widespread adoption of rTMS therapy for treatment‒resistant depression under 

public health insurance. Moreover, the development of an effective stimulation protocol or 

approval of rTMS therapy for other medical conditions is expected through validation by 

advanced medical care or clinical studies.
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